
平成 22 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）  

（厚生労働省社会保険庁運営部企画課） 

制 度 名 
独立行政法人地域医療機能推進機構の設立に伴う社会保険病院等に必要な
非課税措置の創設等 

税 目 法人税、登録免許税、所得税、印紙税、地価税、消費税 

要

望

の

内

容 

社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院については、独立行政法
人年金・健康保険福祉施設整理機構（ＲＦＯ）等が保有し、特例民法法人
等への委託により運営している。ＲＦＯの存続期限が平成２２年９月まで
のため、その後も地域医療に支障が生じることのないよう、これらの病院
について新たな受皿となる法人が必要とされている。その際、受皿となる
独立行政法人地域医療機能推進機構に移行した後も、引き続き、地域医療
の確保を確実に図ることができるよう、これらの病院に係る税制上の所要
の措置を要望するものである。なお、ＲＦＯに出資する予定の船員保険病
院について、規定の整備を併せて行う。 

法人税について、ＲＦＯ等から委託を受けて社会保険病院等を運営する
法人に係る医療保健業については非課税とされており、受皿となる独立行
政法人地域医療機能推進機構に移行した後においても、地域医療の確保を
図ることができるよう、引き続き、非課税とする。 

また、ＲＦＯに係る法人税、登録免許税等については非課税とされてお
り、受皿となる独立行政法人地域医療機能推進機構に係る法人税等につい
ても非課税とする。 
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⑴  政策目的 

昨今、地域の医師不足などを背景として、地域において急性期医療
や産科・小児科等を担う医療機能の確保が困難な状況が深刻化してい
る。社会保険病院等については、積極的にこれらの医療を担っている
ことから、その機能を維持することが求められている。 

一方、社会保険病院等は、ＲＦＯ等が保有し、委託により運営して
いるが、ＲＦＯの存続期限が平成２２年９月までのため、そのときま
でに譲渡がなされなかった病院については、病院機能の維持が困難と
なり、地域の医療体制に支障が生じる可能性がある。 

こうした事態を回避し、受皿となる独立行政法人地域医療機能推進
機構に移行した後も、引き続き、地域医療を確実に確保することが重
要である。 

 

⑵  施策の必要性 

地域医療において重要な役割を担う社会保険病院等について、ＲＦ
Ｏの存続期限後においても必要な病院機能が維持されるよう、社会保
険病院等に係る従来と同様の税制上の所要の措置を講ずることが必要
である。 

 

(※) 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法案の審議の際の附帯決議
で、社会保険病院等については、「地域の医療体制を損なうことのないよう
に」とされている。（平成１７年６月１５日衆議院厚生労働委員会） 

 

⑶  要望の措置の妥当性 

社会保険病院等は、国が設置した病院として不採算医療を提供する
等、地域の医療提供体制の中で重要な役割を担っており、これを代替
できる医療機関の確保は困難である。ＲＦＯの存続期限後に、社会保
険病院等が法人税等の新たな負担により、これらの医療を担えなくな
ることは、地域の医療提供体制を損なうものであり、不適当である。
このように、地域の医療体制の確保を図るため、従前と同様の税制上
の措置を講ずることは妥当であると判断している。 
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ＲＦＯの存続期限後、受皿となる独立行政法人地域医療機能推進機構
に移行した後も、税制上の所要の措置を講ずることにより、不採算医
療を提供する等、地域の医療提供体制の中で重要な役割を担うことに
より、引き続き、地域の医療体制の確保を図ることを目標とする。 
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地方税においても同様の要望を行っている。 
 
 

予算上の措置

等 の要 求 内 
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独立行政法人地域医療機能推進機構法案を第１７３回臨時国会に提出 
したところであり、同法案において、 
ⅰ）独立行政法人地域医療機能推進機構を平成２３年４月１日に設 
立すること。 
ⅱ）ＲＦＯの存続期限を６カ月延長するとともに船員保険病院の運営 
 を行わせること。 
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